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タ イ ト ル  

岩手県大船渡市で発生した大規模火災への災

害支援として、ふるさと納税制度を活用した代

理寄附の受付開始 

 

い つ  

実施日時・工期  

令和７年３月４日（火）から令和７年３月３１日（月）まで  

ど こ で  

会場・開催地等  
 

だ れ が  

主催者・関係者  

和光市役所企画部秘書広報課  

な に を  

事業内容など  

株式会社トラストバンクの運営する「ふるさとチョイス」で

実施している災害支援プロジェクトの中の取り組みで、被災

していない自治体が被災自治体に代わって寄附を受け付け

る「代理寄附受付」を和光市で実施します。  

「代理寄附受付」を実施することにより、被災自治体職員の

寄附受付事務負担の軽減を図り、被災自治体職員が災害対応

に専念することができることから、和光市が寄附を募り大船

渡市へ寄附金を届けることで、大船渡市の災害支援に繋げて

いきます。  

ふるさと納税制度の仕組みを活用しますが、災害支援のた

め、返戻品の提供はありません。  

寄附金の申込は２，０００円から、クレジットカード決済の

みとなります。  

な ぜ  和光市と岩手県大船渡市は、東日本大震災発生時に和光市か



目的・理由  ら大船渡市へ職員派遣を行うなどの繋がりがあったことか

ら、岩手県大船渡市への災害支援を実施することとした。  

ど う し た  

経緯・経過  
 

金  額   

そ の 他   

問い合わせ先  

担 当 課  

課  名 企画部秘書広報課  

氏  名 茂呂 あかね  

電  話 ０４８－４２４－９０９１（直通）  

 


